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序地
租
委
譲
論
と
は
、
国
税
た
る
地
租
を
地
方
財
源
と
し
て
（
府
県
あ
る
い
は
市
町
村
に
）
譲
渡
す
る
と
い
う
税
制
改
革
論
で
あ
り
、

営
業
税（

（
（

委
譲
も
含
め
る
場
合
に
は
両
税
委
譲
と
称
さ
れ
る（

2
（

。
本
問
題
は
戦
前
に
お
け
る
地
方
財
政
お
よ
び
地
方
分
権
の
重
要
な
争
点
で

あ
り
、
こ
れ
ま
で
に
多
く
の
優
れ
た
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た（

（
（

。

地
租
委
譲
論
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
税
制
改
革
を
念
頭
に（

（
（

、
桑
田
熊
蔵
、
本
多
精
一
ら
社
会
政
策
学
会
の
学
者
、
あ
る
い
は
農
村
の
立

場
を
代
弁
す
る
横
井
時
敬
な
ど
が
唱
道
し
て
い
た
が（

（
（

、
そ
れ
が
本
格
的
に
検
討
さ
れ
る
の
は
、
原
敬
内
閣
が
設
置
し
た
臨
時
財
政
経
済

調
査
会
の
下
に
お
い
て
で
あ
る
。
地
租
委
譲
を
め
ぐ
る
政
治
的
攻
防
は
、
臨
時
財
政
経
済
調
査
会
で
の
議
論
を
経
て
、
政
友
会
が
地
租

委
譲
を
政
策
と
し
て
採
用
し
た
一
九
二
三
（
大
正
一
二
）
年
に
第
一
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
、
そ
し
て
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
に
政
友
会

田
中
義
一
内
閣
が
成
立
す
る
こ
と
に
よ
り
第
二
の
ピ
ー
ク
に
達
す
る
。

本
章
は
、
こ
の
政
治
的
攻
防
の
始
ま
り
と
な
る
臨
時
財
政
経
済
調
査
会
で
の
審
議
を
分
析
対
象
と
し
、
政
党
政
治
に
お
け
る
政
策
争

点
と
し
て
の
様
相
を
強
め
る
一
九
二
三
年
以
降
に
つ
い
て
は
、
次
章
で
分
析
す
る
こ
と
に
す
る
。
本
章
の
主
た
る
課
題
は
、
臨
時
財
政

経
済
調
査
会
の
審
議
過
程
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
委
譲
案
そ
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
と
関
係
す
る
諸
課
題
を
考
察
す
る
こ
と
に

あ
る
。

具
体
的
に
は
、
第
一
に
、
委
譲
案
を
税
制
改
正
論
全
体
の
な
か
に
位
置
づ
け
、
そ
れ
が
政
治
課
題
と
な
る
過
程
を
、
高
橋
是
清
を
軸

に
論
じ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
原
敬
内
閣
で
蔵
相
を
務
め
、
そ
の
次
の
首
相
と
な
っ
た
高
橋
是
清
は
、
ど
の
よ
う
な
思
想
を
持
っ
て
こ
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の
問
題
に
取
り
組
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
分
析
の
焦
点
が
、「
画
一
主
義
」
と
「
地
方
自
治
」
の
問
題
に
あ
る
こ
と
は
本
文
中
に
示

す
通
り
で
あ
る
。

第
二
に
、
委
譲
案
の
代
替
財
源
と
し
て
提
案
さ
れ
た
財
産
税
案
の
意
味
を
あ
ら
た
め
て
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
第
1
章

で
明
ら
か
に
し
た
神
戸
正
雄
の
思
想
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
財
産
税
論
が
持
っ
て
い
た
固
有
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
委

譲
案
を
含
む
財
調
の
税
制
改
正
論
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
あ
る
学
者
の
理
想
が
、
現
実
の
政
治
過
程

に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
向
き
合
う
こ
と
に
な
っ
た
の
か
を
描
く
こ
と
で
も
あ
る
。

そ
し
て
第
三
に
、
高
橋
、
神
戸
が
そ
の
渦
中
に
あ
っ
た
政
治
過
程
を
、
政
党
や
各
利
益
団
体
に
着
目
し
な
が
ら
論
じ
る
こ
と
が
目
的

と
な
る
。
一
見
す
る
と
一
致
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
議
論
の
な
か
に
は
微
妙
な
違
い
が
あ
っ
た
し
、
ま
た
、
対
立
の
な
か
に
も

妥
協
の
余
地
が
あ
っ
た
こ
と
は
本
文
中
で
明
ら
か
に
す
る
通
り
で
あ
る
。

以
下
、
ま
ず
は
臨
時
財
政
経
済
調
査
会
で
税
制
改
正
案
が
審
議
さ
れ
る
に
至
る
ま
で
の
政
治
過
程
を
描
き
、
原
内
閣
に
お
け
る
税
制

改
正
案
の
位
置
づ
け
を
検
討
す
る
。

第
1
節
＿
　
税
制
改
正
問
題
と
原
敬
内
閣
―
高
橋
是
清
の
「
画
一
」
批
判
と
「
地
方
自
治
」

1
　
臨
時
財
政
経
済
調
査
会
設
置
の
政
治
過
程

―
国
民
党
と
原
内
閣

臨
時
財
政
経
済
調
査
会
（
以
下
、「
財
調
」）
は
、
一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
、
第
四
一
議
会
に
お
け
る
国
民
党
の
建
議
案
「
財
政
整
理

ニ
関
ス
ル
臨
時
調
査
機
関
設
置
ノ
建
議
」
を
契
機
に
、
原
敬
内
閣
の
下
で
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
も
と
も
と
政
府
の
主


